
東日本高速道路株式会社 北海道支社 
支社長  長内 和彦   

質問書に対する回答 
（工事名） 道東自動車道 帯広管内舗装補修工事  

質問事項と回答 

番号 質問事項 回答 

1 

特記仕様書 28-6 の間接工事費の変更、28-6-1 の対象になる項

目において、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を

広域的に確保せざるを得ない場合とありますが、広域的とは

どの地域（北海道内または北海道外）までが対象となると考え

てよろしいでしょうか、ご教示ください。 

特記仕様書28-6-3に基づき提出していただく間接工事費計画書におい

て計画された地域以外から、工事実施にあたって不足する技術者や技

能者を広域的に確保せざるを得ない場合が対象となります。 

2 

特記仕様書 26-7-4 のアスファルト舗装改良工において、工事

実施にあたって先行して設置しなければならない構造物は、

率計上工事に含まれると考えてよろしいでしょうか、ご教示

ください。 

 率計上工事に含まれる項目に関しましては、特記仕様書 26-3-2 当初

契約金額に記載のとおり、設計図書における率計上工事に関する契約

参考図書に示しております。率計上工事に関する契約参考図書に示さ

れていないものは、率計上工事に含まれません。 

以   上 


